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（　
　
　

）

一
九
〇

四
四
二

一
、
は
じ
め
に
―
わ
が
国
の
情
況

わ
が
国
は
果
て
し
な
い
暴
力
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
差
別
に
充
満
し
た
「
世
間
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
二
〇
二

一
年
、
岡
山
で
は
ベ
ト
ナ
ム
人
技
能
実
習
生
が
二
年
間
に
わ
た
り
実
習
先
会
社
で
同
僚
か
ら
暴
行
を
受
け
、
広
島
の
労
働
組
合
に
よ
っ
て
救
出
・

保
護
さ
れ
た
事
件
が
起
き
て
い
た
し（1
）、
自
衛
隊
内
で
の
男
性
隊
員
に
よ
る
女
性
隊
員
へ
の
性
暴
力
で
は
、
よ
う
や
く
加
害
隊
員
の
被
害
者
へ
の

直
接
謝
罪
が
報
道
さ
れ
た（2
）。
自
衛
隊
の
ケ
ー
ス
で
は
他
の
隊
員
は
行
為
を
制
止
す
る
こ
と
な
く
、
性
暴
力
は
慢
性
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
加
害

隊
員
は
謝
罪
し
た
が
、
浜
田
晴
一
防
衛
大
臣
も
自
衛
隊
の
最
高
指
揮
監
督
権
を
持
つ
岸
田
総
理
は
謝
罪
も
し
な
か
っ
た
。

大
臣
、
国
会
議
員
、
官
僚
、
企
業
な
ど
官
民
公
あ
げ
て
の
果
て
し
な
い
暴
力
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
差
別
の
展
開
と
連
鎖
は
も
は
や
わ
が
国
の

風
土
と
も
い
え
る
。

い
っ
ぽ
う
国
際
社
会
で
は
、
暴
力
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
差
別
を
許
容
し
な
い
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る（3
）。
二
〇
一
九
年
に
は
、
暴
力
と
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
の
廃
絶
に
向
け
て
の
包
括
的
国
際
条
約
が
成
立
し
た
。
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
の
「
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
お
よ
び
ハ
ラ
ス

Ｉ
Ｌ
Ｏ
「
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
撤
廃
条
約
」
に
関
す
る
覚
え
書

山　
　

田　
　
　
　
　

晋*
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一
八
九

四
四
一

メ
ン
ト
の
撤
廃
に
関
す
る
条
約
（the V

iolence and H
arassm

ent C
onvention

）（
一
九
〇
号
条
約
）」
と
、「
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力

お
よ
び
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
撤
廃
に
関
す
る
勧
告
（V

iolence and H
arassm

ent R
ecom

m
endation

）（
二
〇
六
号
勧
告
）」
で
あ
る
。
従
来
の

国
際
規
範
と
異
な
り
、
女
性
、
移
民
労
働
者
と
い
っ
た
対
象
の
属
性
ご
と
の
条
約
で
は
な
く
、「
仕
事
の
世
界
」（the w

orld of w
ork

）
に
お

け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
廃
絶
を
目
的
に
し
、
そ
の
被
害
を
う
け
る
人
々
を
保
護
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
本
条
約
・
勧
告
の
採
択
後
の
動
向
な
ど
も
含
め
て
そ
の
概
要
を
紹
介
し
、
わ
が
国
の
課
題
を
提
示
す
る（4
）。

な
お
本
稿
で
条
約
、
勧
告
の
日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
駐
日
事
務
所
仮
訳
、
連
合
訳
を
参
照
し
つ
つ
必
要
に
応
じ
て
筆
者
の
修
正
を

加
え
た
も
の
を
用
い
る
。

条
約
採
択
以
前
か
ら
職
場
の
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
包
括
的
に
検
討
し
た
労
作
と
し
て
、
大
和
田
敢
太
『
職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

な
ぜ
起
こ
り
、
ど
う
対
処
す
べ
き
か
』
中
央
公
論
新
社
（
二
〇
一
八
年
）
が
あ
る
。

二
〇
二
三
年
三
月
末
に
、
ク
リ
ア
リ
ー
（W

illiam
 B

. C
leary

）
教
授
は
定
年
に
よ
り
広
島
修
道
大
学
法
学
部
を
退
職
さ
れ
る
。
教
授
は
外

国
法
、
比
較
法
に
お
い
て
、
法
学
部
、
法
科
大
学
院
で
の
研
究
と
教
育
に
多
大
の
貢
献
を
な
さ
れ
た
。
拙
い
も
の
で
は
あ
る
が
本
稿
は
教
授
か

ら
の
ご
学
恩
に
対
す
る
筆
者
の
誠
に
さ
さ
や
か
な
御
礼
で
あ
る
。
教
授
と
は
居
住
地
も
近
く
「
ご
町
内
」
の
関
係
で
も
あ
っ
た
。
教
授
の
ご
健

康
と
さ
ら
な
る
ご
活
躍
を
祈
念
し
て
や
ま
な
い
。

（
1
）
朝
日
新
聞
（
一
九
二
二
年
五
月
七
日
）
に
よ
れ
ば
、
被
害
実
習
生
を
救
出
・
保
護
し
、
実
習
先
会
社
や
管
理
団
体
と
交
渉
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん

0

0

0

0

連

合
で
は
な
く
、「
福
山
ユ
ニ
オ
ン
た
ん
ぽ
ぽ
」
で
あ
っ
た
。
同
ユ
ニ
オ
ン
執
行
委
員
長
・
武
藤
貢
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
「
実
習
生
と
咲
か
す
反
骨
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（　
　
　

）

一
八
八

四
四
〇

の
花
」
朝
日
新
聞
・
広
島
版

二
〇
二
二
年
五
月
三
〇
日
、
参
照
。

（
2
）
朝
日
新
聞
（
一
九
二
二
年
九
月
一
五
日
）「
社
説
・
陸
自
セ
ク
ハ
ラ

根
絶
へ
ウ
ミ
を
出
し
切
れ
」

（
3
）
二
〇
一
七
年
、
国
連
・
女
性
差
別
委
員
会
（C

om
m

ittee on the E
lim

ination of D
iscrim

ination against W
om

en

）
は
、「
一
般
的
勧
告
」

（G
eneral R

ecom
m

endation

）
で
、
女
性
に
対
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
の
禁
止
は
、
国
際
慣
習
法
（custom

ary international law

）
の

一
つ
の
原
則
の
中
で
展
開
し
て
い
た
と
指
摘
し
た
（G

eneral recom
m

endation N
o. 35  on gender-based violence against w

om
en, updating 

general recom
m

endation N
o. 19 , 14  July 2017 , C

E
D

AW
/C

/G
C
/35 , para.2

）。

（
4
）
本
条
約
・
勧
告
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
採
択
前
の
段
階
で
の
検
討
と
し
て
笹
沼
朋
子
「
労
働
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関

す
る
国
際
基
準
の
策
定
に
つ
い
て
」
愛
媛
法
学
会
雑
誌
四
五
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
九
一
頁
、
採
択
後
に
関
し
て
は
、
堀
内
光
子
「
仕
事
の

世
界
に
お
け
る
暴
力
及
び
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
撤
廃
に
関
す
る
条
約
（
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
第
190
号
）」
国
際
女
性
三
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
一

二
一
頁
以
下；

マ
リ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
「
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
禁
止
条
約
・
勧
告
は
希
望
」
月
刊
全
労
連
（G

ekkan ZE
N

R
O

R
E

N

）

二
〇
一
九
年
九
号
、
一
頁
以
下；
大
西
玲
子
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
新
条
約
を
力
に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
根
絶
、
実
効
あ
る
法
改
正
め
ざ
し
て
」
月
刊
全
労
連
（G

ekkan 

ZE
N

R
O

R
E

N

）
二
〇
一
九
年
九
号
、
一
三
頁
以
下；

正
木
佑
里
恵
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
禁
止
条
約
が
求
め
る
法
と
意
識
の
水
準
│
世
界
の
潮
流

を
踏
ま
え
た
日
本
の
役
割
│
」
立
法
と
調
査
四
三
六
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
三
〇
頁
以
下
、
浅
倉
む
つ
子
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
と
撤
廃
を
め
ざ
す

法
政
策
│
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第
一
九
〇
号
条
約
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
学
ぶ
」
遠
藤
美
奈
・
植
木
淳
・
杉
山
有
沙
『
人
権
と
社
会
的
排
除
│
排
除
過
程
の
法
的
分
析
』

成
文
堂
（
二
〇
二
一
年
）
一
一
七
頁
以
下
、
笹
沼
朋
子
「「
労
働
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
が
問
い
か
け
る
も
の
」
愛
媛
法
学
会
雑

誌
四
六
号
一
・
二
合
併
号
（
二
〇
二
二
年
）
二
五
頁
、
浅
倉
む
つ
子
「
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
な
い
世
界
を
」
浅
倉
む
つ
子
『
新
し
い
労
働
世
界
と

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
』
か
も
が
わ
出
版
（
二
〇
二
二
年
）
一
三
九
頁
以
下
、
な
ど
。

A
nne T

rebilcock, W
hat the N

ew
 C

onvention on V
iolence and H

arassm
ent Tells U

s about H
um

an Rights and the ILO
, in Politakis, 

G
eorges P., K

ohiyam
a, Tom

i and Lieby, T
hom

as eds.,  ILO
. 100 : law

 for social justice, International Labour O
ffice, 2019 , p. 1031 -.; 

D
an M

arkiew
icz, Preventing V

iolence &
 H

arassm
ent, Industrial Safety &

 H
ygiene N

ew
s, A

ugust 1 , 2019 ; E
ric Stener C

arlson &
 

Shauna O
lney, A

 N
ew

 G
lobal M

andate to E
nd V

iolence and H
arassm

ent in the W
orld of W

ork: A
 G

ender-Responsive A
pproach, A

B
A
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一
八
七

四
三
九

Journal of Labor &
 E

m
ploym

ent Law
, vol. 35 , no. 3 , 2021 , p. 493 -.

一
九
〇
号
条
約
ま
で
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、B

oris, E
., From

 Sexual H
arassm

ent to G
ender V

iolence at W
ork: T

he ILO
’s R

oad to 

C
onvention #190 , Labor- -Studies in W

orking C
lass H

istory of the A
m

ericas, vol. 19 , no. 1 , 2022 , p. 109 –

参
照
。

二
、
条
約
成
立
の
背
景

㊀
国
際
動
向

暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
国
際
規
範
と
し
て
は
、
個
別
保
護
対
象
の
中
に
防
止
規
定
を
置
く
も
の
が
従
来
の
形
式
で
あ
っ
た
。
人
権

の
包
括
的
な
国
際
人
権
規
範
の
典
型
で
あ
る
一
九
六
六
年
「
経
済
的
、
社
会
的
お
よ
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」（International 

C
ovenant on E

conom
ic, Social and C

ultural Rights

）（
Ａ
規
約
）
は
、
七
条
で
「
す
べ
て
の
者
が
公
正
で
良
好
な
（just and favourable

）

労
働
条
件
を
享
受
す
る
権
利
」
を
認
め
て
い
る
が
、
二
〇
一
六
年
の
「
経
済
的
、
社
会
的
お
よ
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
委
員
会
」（C

om
m

it-

tee on E
conom

ic, Social and C
ultural R

ights
）
の
「
一
般
的
意
見
」（G

eneral com
m

ent

）
は
、
同
条
に
関
し
て
、
す
べ
て
の
労
働
者
が

セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
含
む
、
身
体
的
・
精
神
的
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
権
利
を
認
め
て
い
る（1
）。「
市
民
的
お
よ
び
政
治

的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」（International C

ovenant on C
ivil and Political R

ight

）（
Ｂ
規
約
）
は
八
条
で
奴
隷
制
・
強
制
労
働
の
禁

止
を
規
定
す
る
。
一
九
六
五
年
の
国
連
・
人
種
差
別
撤
廃
条
約
（International C

onvention on the E
lim

ination of A
ll Form

s of R
acial 

D
iscrim

ination

）
五
条
（
ｂ
）
項
は
暴
力
ま
た
は
傷
害
（bodily harm
）
に
対
す
る
身
体
の
安
全
と
国
家
の
保
護
に
つ
い
て
規
定
し
た
。

一
九
七
九
年
の
国
連
・
女
性
差
別
撤
廃
条
約
（C

onvention on the E
lim

ination of A
ll Form

s of D
iscrim

ination A
gainst W

om
en

）

は
、
採
択
当
時
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
規
定
は
な
か
っ
た
が
、
の
ち
に
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
（C

om
m

ittee on the E
lim

ination of D
is-
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（　
　
　

）

一
八
六

四
三
八

crim
ination against W

om
en

）
に
よ
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、
女
性
に
対
す
る
性
差
別
の
一
形
態
と
し
て
捉
え
る
と

い
う
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る（2
）。

一
九
八
九
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
先
住
民
条
約
（
一
六
九
号
条
約
）（Indigenous and T

ribal Peoples C
onvention

）
は
、
国
際
法
規
と
し
て
は
初

め
て
雇
用
に
関
し
て
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
か
ら
の
保
護
を
規
定
す
る
（
二
〇
条
）。
一
九
九
〇
年
の
国
連
・
移
住
労
働
者
・
家
族
の
権

利
の
保
護
条
約
（C

onvention on the Protection of the R
ights of A

ll M
igrant W

orkers and M
em

bers of T
heir Fam

ilies

）
は
、
移

民
と
そ
の
家
族
に
関
し
て
暴
力
か
ら
の
身
体
の
安
全
を
規
定
す
る
（
一
六
条
二
項
）。

な
お
産
業
別
の
対
応
と
し
て
は
、
二
〇
〇
三
年
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
採
択
し
た
「
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
お
け
る
職
場
の
暴
力
に
関
す
る
実
務
規
範
」

（C
ode of Practice on W

orkplace V
iolence in Service Sectors and M

easures to C
om

bat this Phenom
enon

）
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

職
場
の
暴
力
に
対
応
す
る
た
め
の
労
使
双
方
の
訓
練
、
リ
ス
ク
評
価
、
記
録
、
就
労
環
境
の
整
備
な
ど
政
府
、
労
使
の
対
応
に
つ
い
て
規
定
す

る（3
）。地

域
共
同
体
の
例
と
し
て
は
、
一
九
九
四
年
の
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
防
止
、
処
罰
お
よ
び
根
絶
に
関
す
る
米
州
条
約
（
ベ
レ
ン
・
ド
・

パ
ラ
条
約
）（Inter-A

m
erican C

onvention on the Prevention, Punishm
ent and E

radication of V
iolence A

gainst W
om

en “C
onven-

tion of B
elem

 do Para ”; C
onvencion Interam

ericana Para Prevenir, Sancionar y E
rradicar la V

iolencia contra la M
ujer “C

on-

vencion de B
elem

 do Para ”

）」
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
の
撤
廃
を
目
指
し
た
地
域
共
同
体
の
条
約
の
典
型
で
あ
る（4
）。
他
に
欧
州
評

議
会
（T

he C
ouncil of E

urope

）
に
よ
る
二
〇
一
一
年
の
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
と
家
庭
内
暴
力
の
防
止
と
撲
滅
に
関
す
る
条
約
（the 

C
onvention on preventing and com

bating violence against w
om

en and dom
estic violence

）（the Istanbul C
onvention

）」
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一
八
五

四
三
七

㊁
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
動
向

二
〇
〇
〇
年
代
に
は
労
使
双
方
で
問
題
意
識
の
た
か
ま
り
が
見
ら
れ
た
。

二
〇
〇
七
年
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
レ
ベ
ル
で
は
職
場
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
暴
力
の
撤
廃
に
つ
い
て
の
労
使
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
労
働
組
合
連
盟
（E

uropean T
rade U

nion C
onfederation E

TU
C

）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
営
連
盟
（C

onfederation of E
uropean B

usiness 

B
U

SIN
E

SSE
U

R
O

PE
）
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
る
「
職
場
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
暴
力
に
関
す
る
枠

組
み
協
定
」（Fram

ew
ork A

greem
ent on H

arassm
ent and V

iolence at W
ork

）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
問
題
の
予
防
と
対
応
の
た
め
の

「
行
動
に
向
け
た
枠
組
」
が
規
定
さ
れ
た（5
）。
こ
の
時
期
、
労
使
関
係
で
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
Ｈ
Ｉ
Ｖ
・
エ
イ
ズ
に
関
し
て
、
二
〇
一
〇
年
の
Ｉ

Ｌ
Ｏ
の
「
Ｈ
Ｉ
Ｖ
・
エ
イ
ズ
勧
告
（
二
〇
〇
号
勧
告
）」（H

IV
 and A

ID
S R

ecom
m

endation

）
は
、
職
場
で
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
へ
の
差
別
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
暴
力
を
禁
じ
て
い
る
。

二
〇
一
一
年
の
国
連
「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
：
国
際
連
合
「
保
護
、
尊
重
及
び
救
済
」
枠
組
実
施
の
た
め
に
（The U

nited 

N
ations G

uiding Principles on B
usiness and H

um
an Rights

）（A
/H

R
C
/17

/31

）」
は
、
Ⅰ
．
人
権
を
保
護
す
る
国
家
の
義
務
、
Ⅱ
．
人

権
を
尊
重
す
る
企
業
の
責
任
な
ど
に
言
及
し
た
が
、
こ
こ
で
「
12
．
人
権
を
尊
重
す
る
企
業
の
責
任
は
、
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
人
権
に
拠
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
最
低
限
、
国
際
人
権
章
典
で
表
明
さ
れ
た
も
の
及
び
労
働
に
お
け
る
基
本
的
原
則
及
び
権
利
に
関
す
る
国
際
労
働
機
関

宣
言
で
挙
げ
ら
れ
た
基
本
的
権
利
に
関
す
る
原
則
と
理
解
さ
れ
る
」
と
さ
れ
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
責
任
は
一
層
重
要
な
も
の
と
な
っ
た
。
指
導
原
理

（G
uiding Principle

）
七
、
二
四
で
は
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
に
つ
い
て
、
経
営
側
の
責
任
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る（6
）。

さ
ら
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
二
〇
一
五
年
に
「
非
公
式
な
経
済
か
ら
公
式
な
経
済
へ
の
移
行
勧
告
（
二
〇
四
号
勧
告
）」（T

ransition from
 the Infor-
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Ｉ
Ｌ
Ｏ
「
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
撤
廃
条
約
」
に
関
す
る
覚
え
書
（
山
田
） 

 

（　
　
　

）

一
八
四

四
三
六

m
al to the Form

al E
conom

y R
ecom

m
endation

）
で
職
場
の
暴
力
の
撤
廃
を
規
定
し
た
（
一
一
条
ｆ
項
）。

二
〇
一
五
年
九
月
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
」（T

ransform
ing our w

orld: the 2030  A
genda for Sustain-

able D
evelopm

ent
SD

G

）
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
達
成
と
女
性
・
女
児
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
や
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
な
ど
を

達
成
目
標
と
し
、
具
体
的
に
「
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
お
け
る
す
べ
て
の
女
性
及
び
女
児
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
を
撤
廃
す
る
」（5.1

）、

「
人
身
売
買
や
性
的
、
そ
の
他
の
種
類
の
搾
取
な
ど
、
す
べ
て
の
女
性
及
び
女
児
に
対
す
る
、
公
共
・
私
的
空
間
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
暴

力
を
排
除
す
る
。」（5.2
）
な
ど
を
挙
げ
た
。
こ
の
こ
と
は
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
問
題
に
つ
き
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
検
討
の
契
機
と
な
る
も
の
だ
っ
た
。

さ
ら
に
二
〇
一
七
年
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
に
端
を
発
し
た#M

etoo

運
動
も
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
暴
力
の
廃
絶
の
潮
流
を
加
速
す
る
も
の
だ
っ
た
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
理
事
会
が
一
九
七
七
年
に
採
択
し
、
以
上
の
潮
流
に
あ
わ
せ
る
形
で
二
〇
一
七
年
に
改
訂
さ
れ
た
「
多
国
籍
企
業
及
び
社
会
政
策
に

関
す
る
原
則
の
三
者
宣
言
」（T

ripartite D
eclaration of Principles concerning M

ultinational E
nterprises and Social Policy; M

N
E

 

D
eclaration

）
で
は
、
政
府
が
多
国
籍
企
業
に
対
し
、
適
切
な
労
働
安
全
衛
生
上
の
標
準
を
提
供
す
る
こ
と
を
保
障
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た

が
、
そ
こ
に
「
職
場
に
お
け
る
男
女
へ
の
暴
力
と
戦
う
べ
き
施
策
」
を
含
む
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
一
連
の
流
れ
を
受
け
て
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
理
事
会
は
第
三
二
五
期
理
事
会
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
〜
一
二
月
）
で
、
二
〇
一
八
年
の
第

一
〇
七
回
総
会
に
お
い
て
「
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
男
女
に
対
す
る
暴
力
」（“V

iolence against w
om

en and m
en in the w

orld of w
ork ”

）

に
つ
い
て
の
基
準
設
定
（a standard-setting item

）
を
議
題
と
す
る
こ
と
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
の
第
三
二
八
期
理
事
会
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
の

初
回
の
討
議
の
た
め
の
準
備
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
の
方
針
を
提
供
す
る
た
め
の
三
者
構
成
の
専
門
家
委
員
会
を
召
集
す
る
こ
と
を
決
定

し
た（7
）。
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一
八
三

四
三
五

翌
年
の
第
三
二
六
期
に
は
、
労
政
使
そ
れ
ぞ
れ
八
名
か
ら
な
る
三
者
構
成
の
特
別
委
員
会
（M

eeting of E
xperts on V

iolence against 

W
om

en and M
en in the W

orld of W
ork

）
の
設
置
を
決
定
し
た（8
）。

特
別
委
員
会
で
討
議
さ
れ
る
べ
き
議
題
は
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

│
仕
事
の
世
界
に
お
い
て
暴
力
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
関
す
る
現
在
の
理
解
を
、
そ
の
傾
向
（trends

）、
形
態
（form

s

）、
事
案
（incidence

）

に
関
連
さ
せ
て
、
検
証
す
る
こ
と
。

―
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
次
元
（the gender dim

ensions

）
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
。

―
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
の
労
働
者
と
企
業
に
対
す
る
、
労
働
者
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
と
生
産
性
、
そ
し
て
事
業
所
の
業
績
（firm

s ’

perform
ance

）
を
含
む
影
響
を
検
討
す
る
こ
と
。

│
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
る
リ
ス
ク
の
高
い
（m
ore at risk of being subjected to violence

）、
労
働
者
の
集
団
、
企
業
、
産
業
部
門
、
職
業

（occupations

）
を
確
定
す
る
こ
と
。

―
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
の
予
防
と
解
決
に
関
す
る
、
国
内
法
、
国
際
法
、
規
則
、
労
働
協
約
、
企
業
政
策
（enterprise policies

）
に

お
け
る
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
。

―
上
記
の
基
礎
に
基
づ
き
、
二
〇
一
八
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
の
議
題
と
し
て
設
定
さ
れ
て
き
た
、
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
男
女
に
対
す
る
暴
力
に

つ
い
て
の
基
準
設
定
事
項
（the standard-setting item

）
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

委
員
会
は
二
〇
一
九
年
に
理
事
会
に
最
終
報
告
書
を
提
出
し
た（9
）。

理
事
会
は
こ
の
最
終
報
告
書
に
基
づ
き
、
文
書
採
択
の
手
続
き
を
進
行
し
た
。

二
〇
一
九
年
六
月
の
第
一
〇
八
回
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
、
条
約
案
は
賛
成
四
三
九
、
反
対
七
、
棄
権
三
〇
、
勧
告
案
は
賛
成
三
九
七
、
反
対
一
二
、
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Ｉ
Ｌ
Ｏ
「
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
撤
廃
条
約
」
に
関
す
る
覚
え
書
（
山
田
） 

 

（　
　
　

）

一
八
二

四
三
四

棄
権
四
四
で
そ
れ
ぞ
れ
採
択
さ
れ
た
。
日
本
政
府
と
労
働
代
表
は
賛
成
、
使
用
者
代
表
は
棄
権
で
あ
っ
た
。

（
1
）C

om
m

ittee on E
conom

ic, Social and C
ultural R

ights, G
eneral com

m
ent N

o. 23  (2016 ) on the right to just and favourable condi-
tions of w

ork (article 7  of the International C
ovenant on E

conom
ic, Social and C

ultural R
ights), E

/C
.12

/G
C
/23 , para.48 .

（
2
）G

eneral R
ecom

m
endations N

o. 19 : V
iolence against w

om
en, 1992 ; G

eneral R
ecom

m
endation N

o. 35  on G
ender-B

ased V
iolence 

against W
om

en, updating general recom
m

endation N
o. 19 , 2017 , C

E
D

AW
/C

/G
C
/35 .

（
3
）M

E
V

SW
S
/2003

/11 .

（
4
）
山
田
晋
「
女
性
へ
の
暴
力
の
防
止
、
処
罰
、
廃
絶
に
関
す
る
米
州
条
約
（
べ
レ
ン
・
ド
・
パ
ラ
条
約
）」（
明
治
学
院
大
学
）
社
会
学
・
社
会
福
祉
学

研
究
一
三
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
一
一
頁
以
下
。

（
5
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
は
他
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
小
企
業
連
盟
（E

uropean A
ssociation of C

raft Sm
all and M

edium
-

Sized E
nterprises U

E
A

PM
E

）、
市
民
参
加
企
業
・
一
般
的
経
済
利
益
の
企
業
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
セ
ン
タ
ー
（E

uropean C
entre of E

nterprises 

w
ith Public Participation and of E

nterprises of G
eneral E

conom
ic Interest C

E
E

P

）
で
あ
る
。E

uropean T
rade U

nion C
onfederation, 

A
utonom

ous Fram
ew

ork A
greem

ent on H
arassm

ent and V
iolence and W

ork-A
n E

T
U

C
 Interpretation G

uide, E
T

U
C

, 2017 .

（
6
）
よ
り
具
体
的
に
は
、H

um
an R

ights C
ouncil, G

ender dim
ensions of the G

uiding Principles on B
usiness and H

um
an R

ights, 23  M
ay 

2019 , A
/H

R
C
/41

/43 . 

参
照
。

（
7
）G

overning B
ody 325 th Session, G

eneva, 29  O
ctober–12  N

ovem
ber 2015  G

B
.325

/PV, para.33  (a), (b); https: /
/w

w
w

.ilo.org
/

w
cm

sp5
/groups /public /---ed_norm

/---relconf /docum
ents /m

eetingdocum
ent /w

cm
s_450050 .pdf

）

（
8
）D

ocum
ent G

B
.326

/IN
S
/17 , paragraphs,5,7,8 .

（
9
）Final R

eport: M
eeting of E

xperts on V
iolence against W

om
en and M

en in the W
orld of W

ork, M
E

V
W

M
/2016

/7 , 2016 .
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一
八
一

四
三
三

三
、
条
約
の
立
脚
点

本
条
約
は
「
暴
力
」
と
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
が
人
権
の
侵
害
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
々
が
「
暴
力
」
と
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
か
ら
自
由
に
存

在
す
る
権
利
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
条
約
前
文
に
お
い
て
、「
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
人
権
侵
害
ま
た
は
虐
待
を
構
成

す
る
（a hum

an rights violation or abuse

）」
こ
と
を
宣
言
し
た
。
さ
ら
に
四
条
一
項
に
お
い
て
「
仕
事
の
世
界
に
お
い
て
暴
力
と
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
す
べ
て
の
人
々
の
権
利
（the right of everyone to a w

orld of w
ork free from

 violence and 

harassm
ent

）」
を
批
准
加
盟
国
が
尊
重
し
促
進
し
実
現
す
る
義
務
を
規
定
す
る
。

条
約
の
確
認
し
た
「
仕
事
の
世
界
に
お
い
て
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
す
べ
て
の
人
々
の
権
利
」
は
、
Ｉ
Ｌ

Ｏ
が
追
求
し
て
き
た
、
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
、
無
差
別
と
平
等
、
労
働
者
の
基
本
権
と
い
う
価
値
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
仕
事
の
世

界
に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
「
機
会
均
等
に
対
す
る
脅
威
（threat

）
で
あ
り
容
認
で
き
ず
（unacceptable

）、
か
つ
デ
ィ
ー
セ
ン

ト
・
ワ
ー
ク
と
相
容
れ
な
い
も
の
（incom

patible
）
で
あ
る
」
こ
と
を
前
文
で
宣
言
し
て
い
る
。

そ
し
て
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
、
廃
絶
の
た
め
の
施
策
を
追
求
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
包
摂
的
で
、
統
合
さ
れ
、
か
つ
ジ
ェ
ン
ダ
ー

に
配
慮
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
（an inclusive, integrated and gender-responsive approach

）」
を
採
用
す
る
（
四
条
二
項
）。
こ
の
こ
と
は
本

条
約
が
人
的
適
用
範
囲
や
場
所
的
適
用
範
囲
を
広
く
と
っ
て
い
る
こ
と
に
帰
結
す
る
。
な
お
本
条
約
の
適
用
範
囲
は
広
範
に
わ
た
り
、
こ
の
こ

と
が
逆
に
批
准
の
困
難
さ
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る（1
）。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
れ
ば（2
）、「
包
摂
的
（an inclusive

）」
は
、「
す
べ
て
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
と
現
実
を
よ
り
よ
く
把
握
す
る
た
め

の
鑑
定
（
協
議consultation

）
を
確
保
す
る
た
め
の
責
任
（the needed

）
と
同
様
に
、
保
護
の
幅
広
い
人
的
範
囲
に
関
連
す
る
。



─　　─47

Ｉ
Ｌ
Ｏ
「
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
撤
廃
条
約
」
に
関
す
る
覚
え
書
（
山
田
） 

 

（　
　
　

）

一
八
〇

四
三
二

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
配
慮
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
（gender-responsive approach

）」
は
、
そ
の
害
悪
の
多
い
効
果
を
縮
小
（
緩
和
）
す
る
た
め
と

同
様
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
根
深
い
原
因
（root causes

）
に
取
り
組
む
必
要
性
を
要
求
し
て
い
る
。

「
統
合
さ
れ
た
（integrated

）」
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、「
労
働
と
雇
用
、
安
全
衛
生
、
平
等
と
非
差
別
、
そ
し
て
刑
法
に
お
け
る
諸
現
象
（phe-

nom
enon

）
を
解
決
す
る
必
要
性
に
関
連
し
て
い
る
」、「
単
一
の
前
進
（single w

ay forw
ard

）
よ
り
は
む
し
ろ
、
全
般
的
な
規
制
枠
組

（overall regulatory fram
ew

ork

）
を
要
求
す
る
に
あ
た
り
、
一
九
〇
号
条
約
と
二
〇
六
号
勧
告
は
、
国
の
環
境
と
法
的
シ
ス
テ
ム
を
考
慮
に

入
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
は
形
成
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た（3
）。

同
時
に
採
択
さ
れ
た
勧
告
は
、
条
約
の
条
項
の
よ
り
具
体
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。
た
と
え
ば
、
勧
告
九
で
は
、
暴

力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
遭
遇
す
る
お
そ
れ
の
大
き
い
職
種
を
例
示
し
て
い
る
。

（
1
）M

ercedes B
alado B

evilacqua and A
nalia V

 D
uran, V

iolence and harassm
ent at w

ork: an international battle w
e need to fight, 3

O
ctober 2022 , International B

ar A
ssociation, https: /

/w
w

w
.ibanet.org

/violence-harassm
ent-at-w

ork-argentina.

（
2
）ILO

., V
iolence and harassm

ent in the w
orld of w

ork: A
 guide on C

onvention N
o. 190  and Recom

m
endation N

o. 206 , International 
Labour O

ffice, 2021 .

（
3
）Ibid., p. 23 .

四
、
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
基
本
的
姿
勢
は
、
暴
力
も
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
も
と
も
に
人
権
侵
害
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
条
約
は
「
暴
力
」
と
「
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
」
を
区
分
し
て
定
義
し
て
い
な
い
。
議
題
と
し
て
挙
が
っ
た
段
階
で
は
「
男
女
へ
の
暴
力
」
が
主
題
で
あ
り
（
の
ち
に
「
男
女
」
も
と
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一
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九

四
三
一

れ
る
）、
の
ち
に
「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
が
加
わ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
定
義
が
一
本
に
す
る
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
っ
た
。
一
本
化
す
る

こ
と
で
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
も
暴
力
で
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
問
題
の
顕
在
化
に
貢
献
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

条
約
に
お
け
る
定
義
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
条
約
の
適
用
上
、「
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
は
、
①
単
発
的
か
反
復
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
②
身

体
的
（physical

）、
精
神
的
（psychological

）、
性
的
（sexual

）、
ま
た
は
経
済
的
（econom

ic

）
害
悪
（harm

）
を
与
え
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
結
果
を
招
く
若
し
く
は
そ
の
可
能
性
の
あ
る
、
③
一
定
の
許
容
で
き
な
い
（unacceptable

）
行
為
（behav-

iours

）、
慣
行
（practices

）
ま
た
は
そ
の
脅
威
（threats

）
を
い
い
、
④
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（“gender-based 

violence and harassm
ent ”

）
を
含
む
（
一
条
（
ａ
））。

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
は
、
①
性
ま
た
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
理
由
と
し
て
、
②
直
接
個
人
に
対
し
て
行
わ
れ
る
、

②
ま
た
は
特
定
の
性
若
し
く
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
不
均
衡
な
（disproportionately

）
影
響
を
及
ぼ
す
、
③
暴
力
お
よ
び
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
い
い
、

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
含
む
（
ｂ
）。

国
内
法
令
に
お
い
て
は
、
上
記
（
ａ
）、（
ｂ
）
の
定
義
を
害
し
な
い
限
り
、
単
一
の
概
念
ま
た
は
別
々
の
概
念
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
一
条
二
項
）。

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
（
Ｄ
Ｖ
）
に
つ
い
て
は
、
家
事
労
働
、
家
内
労
働
を
除
け
ば
、「
仕
事
の
世
界
」
の
外
部
で
発
生
す
る
も
の

で
あ
り
、
使
用
者
責
任
を
負
わ
な
い
が
、
職
場
（w

orkplace

）
を
通
じ
て
そ
の
効
果
を
緩
和
す
る
点
で
使
用
者
の
役
割
は
き
わ
め
て
有
益
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
専
門
家
委
員
会
で
は
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
専
門
家
委
員
会
で
は
二
つ
の
異
な
る
側
面
で
議
論
さ
れ
た
。
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Ｉ
Ｌ
Ｏ
「
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
撤
廃
条
約
」
に
関
す
る
覚
え
書
（
山
田
） 

 

（　
　
　

）

一
七
八

四
三
〇

一
つ
は
Ｄ
Ｖ
の
直
接
的
な
関
連
性
と
影
響
で
あ
り
、
も
う
一
点
は
Ｄ
Ｖ
の
影
響
を
解
決
す
る
点
に
つ
い
て
使
用
者
が
必
須
の
協
力
者
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る（1
）。
委
員
会
で
は
労
働
協
約
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
へ
の
対
応
も
論
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
前
文
の
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
記
述
と
、

勧
告
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
の
影
響
を
緩
和
す
る
手
段
の
例
示
に
結
実
し
て
い
る
（
勧
告
パ
ラ
グ
ラ
フ
一
八
）。

こ
こ
で
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
た
め
の
休
暇
（leave

）
や
Ｄ
Ｖ
を
職
場
の
リ
ス
ク
評
価
（w

orkplace risk assessm
ent

）
に
含
め
る
こ
と
な

ど
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
。

な
お
一
方
で
、
使
用
者
側
は
、
使
用
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
範
囲
外
で
生
じ
た
暴
力
に
は
責
任
が
な
い
と
し
て
、
Ｄ
Ｖ
を
条
約
の
範
囲
と
す

る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
特
に
Ｄ
Ｖ
が
顕
著
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
は
こ
の
主
張
は
根
強
い
。
例
え
ば
グ

ア
テ
マ
ラ
のPrensa Libre 

紙
の
二
〇
一
九
年
八
月
一
〇
日
電
子
版
に
お
け
る
、R

osa M
aría B

olaños, E
m

presarios piden no ratificar 

convenio 190  de la O
IT, norm

ative contra la violencia y el acoso laboral （https: /
/w

w
w

.prensalibre.com
/econom

ia /em
presa-

rios-piden-no-ratificar-convenio-190 -de-la-oit-norm
ativa-contra-la-violencia-y-el-acoso-laboral /

）に
お
い
て
、「
中
央
ア
メ
リ
カ
・
パ
ナ

マ
・
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
企
業
連
盟
」（Federación de E

ntidades Privadas de C
entroam

érica, Panam
á y R

epública D
om

inicana 

Fedepricap

）
の
会
長
、Juan C

arlos Sikaffy

は
こ
の
点
を
強
調
し
、
批
准
の
抑
止
に
作
用
し
て
い
る
と
語
っ
た
。

（
1
）Final R

eport, para 224 .

五
、
条
約
の
人
的
範
囲

本
条
約
の
人
的
適
用
範
囲
は
、
い
わ
ゆ
る
「
労
働
者
」
に
限
定
さ
れ
な
い（1
）。
こ
れ
は
扱
わ
れ
る
課
題
ご
と
に
適
用
対
象
を
柔
軟
に
考
え
る
Ｉ
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一
七
七

四
二
九

Ｌ
Ｏ
の
傾
向
の
表
れ
で
あ
る
。

本
条
約
の
保
護
対
象
と
な
る
人
的
適
用
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
二
条
一
項
）。

①
国
内
の
法
律
及
び
慣
行
に
よ
り
定
義
さ
れ
る
被
用
者
（em

ployees as defined by national law
 and practice

）

②
契
約
上
の
地
位
に
か
か
わ
ら
ず
働
く
人
（persons w

orking irrespective of their contractual status

）

③
イ
ン
タ
ー
ン
と
見
習
い
を
含
む
訓
練
中
の
人
（persons in training, including interns and apprentices

）

④
雇
用
が
終
了
し
た
労
働
者
（w

orkers w
hose em

ploym
ent has been term

inated

）

⑤
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

⑥
求
職
者
と
求
人
へ
の
応
募
者
（jobseekers and job applicants

）

⑦
使
用
者
の
権
限
、
義
務
ま
た
は
責
任
を
行
使
す
る
人
（individuals exercising the authority, duties or responsibilities of an 

em
ployer

）

⑧
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
労
働
者
以
外
の
人

ま
た
本
条
約
は
、
民
間
部
門
か
公
共
部
門
か
、
都
市
か
農
村
か
、
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
か
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
か
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
産

業
部
門
に
適
用
さ
れ
る
（
二
条
二
項
）。

条
約
は
対
象
を
被
用
者
の
み
に
限
定
し
て
い
な
い
。
雇
用
関
係
の
な
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
研
修
実
習
生
に
ま
で
そ
の
範
囲
を
広
げ
、
顧
客
、
患
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Ｉ
Ｌ
Ｏ
「
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
撤
廃
条
約
」
に
関
す
る
覚
え
書
（
山
田
） 

 

（　
　
　

）

一
七
六

四
二
八

者
か
ら
の
暴
力
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
も
条
約
の
保
護
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
現
実
に
生
じ
る
場
面
に
、
広

く
保
護
の
網
を
か
け
た
結
果
で
あ
る
。

戦
後
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
雇
用
関
係
に
な
い
者
で
も
保
護
対
象
の
性
質
上
、
必
要
で
あ
れ
ば
人
的
適
用
範
囲
を
拡
大
し
て
き
た
。
一
九
九
三
年
の
大

規
模
産
業
災
害
防
止
条
約
（
一
七
四
号
条
約
）（Prevention of M

ajor Industrial A
ccidents C

onvention

）、
家
事
労
働
者
条
約
（
一
八
九

号
条
約
）（D

om
estic W

orkers C
onvention

）、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ロ
ア
勧
告
（
二
〇
二
号
勧
告
）（Social Protection 

R
ecom

m
endation

）
な
ど
に
そ
の
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
Ｉ
Ｌ
Ｏ
組
織
の
性
質
ゆ
え
に
「
仕
事
の
世
界
」
に
関
係
す
る
局
面
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
や
む
得
な
い
。

し
か
し
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
顧
客
を
対
象
と
し
た
こ
と
は
、
今
後
の
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
問
題
に
大
き
な
影
響
を
も
つ
。

（
1
）
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
労
働
統
計
に
関
し
て
は
広
い
定
義
を
用
い
て
い
る
。ILO

, 20 th International C
onference of Labour Statisticians, R

esolution 

concerning statistics on w
ork relationships, O

ct. 2018 .

六
、
条
約
の
適
用
範
囲

〜
場
所

本
条
約
が
対
象
と
す
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
以
下
の
場
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
（
三
条
）。

①
仕
事
を
行
う
場
で
あ
っ
て
、
公
的
及
び
私
的
な
空
間
（spaces

）
を
含
む
職
場
（the w

orkplace

）

②
労
働
者
が
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
場
所
、
休
憩
ま
た
は
食
事
を
と
る
場
所
、
若
し
く
は
労
働
者
が
利
用
す
る
衛
生
、
洗
面
所
及
び
更
衣
設
備

③
仕
事
に
関
係
す
る
出
張
（w

ork-related trips

）、
移
動
（travel

）、
訓
練
（training

）、
行
事
ま
た
は
社
会
活
動
中
（events or social 
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一
七
五

四
二
七

activities

）

④
情
報
通
信
技
術
に
よ
り
可
能
と
な
る
も
の
を
含
め
、
仕
事
に
関
係
す
る
通
信
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
（through w

ork-related com
m

u-

nications, including those enabled by inform
ation and com

m
unication technologies

）

⑤
使
用
者
が
提
供
す
る
住
居
（em

ployer-provided accom
m

odation

）

⑥
往
復
の
通
勤
時

本
条
約
は
、
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
生
じ
る
場
に
関
し
て
、「
仕
事
の
世
界
」
と
認
識
し
て
お
り
、「
職
場
」
よ
り
広
い
範
囲
を
設
定
し
て

い
る
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
い
わ
ゆ
る
「
社
宅
」
に
つ
い
て
は
消
極
的
な
評
価
で
あ
る
が（1
）、
現
実
に
は
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
遭
遇
す
る
可
能
性
の
あ
る
人
々

が
居
住
す
る
の
は
、
使
用
者
が
準
備
し
た
住
宅
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
点
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

（
1
）
一
九
六
一
年
の
労
働
者
住
宅
勧
告
（
一
一
五
号
勧
告
）（W

orkers ’ H
ousing R

ecom
m

endation

）
を
参
照
の
こ
と
。

七
、
条
約
の
基
本
原
則

基
本
原
則
と
し
て
条
約
は
、「
仕
事
の
世
界
に
お
い
て
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
す
べ
て
の
人
々
の
権
利
」
を

批
准
加
盟
国
が
尊
重
し
促
進
し
実
現
す
る
義
務
を
規
定
す
る
（
四
条
一
項
）。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
代
表
的
な
労
使
団
体
と
協
議
の
上
、「
包
摂

的
で
統
合
さ
れ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
配
慮
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
採
用
さ
れ
る
（
四
条
二
項
）。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
下
で
、
第
三
者
に
よ
る
暴
力
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Ｉ
Ｌ
Ｏ
「
暴
力
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ハ
ラ
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メ
ン
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撤
廃
条
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に
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（
山
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（　
　
　

）

一
七
四

四
二
六

や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
も
包
摂
さ
れ
る
。
批
准
加
盟
国
が
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
下
で
取
る
べ
き
行
動
は
以
下
の
も
の
を
含
む
べ
き
と
さ
れ
る
。

（
ａ
）
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
法
律
上
の
禁
止

（
ｂ
）
関
連
政
策
に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
へ
の
対
処
の
確
保

（
ｃ
）
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
し
こ
れ
と
闘
う
た
め
の
措
置
の
実
施
に
向
け
た
包
括
的
な
戦
略
（com

prehensive strategy

）
の
採
用

（
ｄ
）
執
行
と
監
視
の
仕
組
み
（enforcem

ent and m
onitoring m

echanism
s

）
の
確
立
ま
た
は
強
化

（
ｅ
）
被
害
者
の
救
済
と
支
援
の
確
保

（
ｆ
）
制
裁
の
規
定

（
ｇ
）
必
要
に
応
じ
た
、
利
用
可
能
な
形
式
に
お
け
る
、
手
段
、
指
針
、
教
育
及
び
訓
練
の
確
立
並
び
に
意
識
啓
発

（
ｈ
）
労
働
監
督
機
関
ま
た
は
他
の
権
限
を
有
す
る
機
関
を
通
じ
た
も
の
を
含
め
、
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
事
案
の
監
督
及
び
調
査
の
た
め
の

効
果
的
な
手
段
の
確
保

ま
た
、
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
及
び
撤
廃
す
る
観
点
か
ら
、
加
盟
国
は
、
労
働
に
お
け
る
基
本
的
原
則
及
び

権
利
（
結
社
の
自
由
及
び
団
体
交
渉
権
の
効
果
的
な
承
認
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
強
制
労
働
の
禁
止
、
児
童
労
働
の
実
効
的
な
廃
止
並
び
に
雇
用

及
び
職
業
に
お
け
る
差
別
の
排
除
）
を
尊
重
し
、
促
進
し
、
か
つ
実
現
し
、
ま
た
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
を
促
進
す
る
（
五
条
）。

加
盟
国
は
雇
用
及
び
職
業
に
お
け
る
平
等
及
び
無
差
別
の
権
利
を
確
保
す
る
法
令
及
び
政
策
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
は
、

女
性
労
働
者
、「
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
不
均
衡
に
影
響
を
受
け
る
一
ま
た
は
二
以
上
の
脆
弱
な
集
団
（vulner-
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一
七
三

四
二
五

able groups

）
ま
た
は
脆
弱
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
集
団
（groups in situations of vulnerability

）
に
属
す
る
労
働
者
及
び
他
の
人
々
」

が
含
ま
れ
る
（
六
条
）。
二
〇
一
八
年
の
討
議
の
段
階
で
は
「
不
均
衡
に
影
響
を
受
け
る
人
々
」
に
、LG

B
T

i (lesbian, gay, bisexual, trans-

gender, intersex) 

と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
特
定
し
な
い
人
々
（gender -non-confrom

ay people

）
を
入
れ
る
か
否
か
が
最
も
議
論
と
な
っ
た
。
ア

フ
リ
カ
諸
国
や
中
東
沿
岸
諸
国
は
こ
の
よ
う
な
文
言
の
入
っ
た
条
約
案
は
認
め
が
た
い
と
主
張
し
、
最
終
的
に
は
抽
象
的
な
文
言
と
な
っ
た（1
）。

こ
の
点
に
関
し
て
ラ
イ
ダ
ー
（G

uy R
yde

）
Ｉ
Ｌ
Ｏ
事
務
局
長
は
「
条
約
に
はLG

B
T

i

が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の
精
神
は

す
べ
て
の
人
々
が
条
約
の
保
護
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
た（2
）。

（
1
）A

nne T
rebilcock, op.cit., p. 1050 .

（
2
）Stephanie N

ebehay, U
.N

. labor body adopts #M
eToo pact against violence at w

ork R
euters JU

N
E

 21 , 2019 , https: /
/w

w
w

.reuters.

com
/article

/us-un-labour-harassm
ent-idU

SK
C

N
1 T

M
1 C

M
. 「

Ｉ
Ｌ
Ｏ
1
0
0
年

時
代
と
向
き
合
う
」（
沢
治
毅
彦
）
朝
日
新
聞
二
〇
一
九
年

七
月
一
日
も
参
照
。

八
、
保
護
と
防
止

条
約
は
保
護
と
防
止
に
つ
い
て
、
加
盟
国
に
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
法
令
の
立
法
・
制
定
と
、
そ
れ
以
外
の
施
策
を
求
め
て
い
る
。

禁
止
法
令
に
関
し
て
は
、
条
約
の
定
義
（
一
条
）
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
、
ま
た
適
合
す
る
よ
う
に
、
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
と

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
定
義
及
び
禁
止
す
る
法
令
を
制
定
す
る
。

防
止
に
つ
い
て
は
、
加
盟
国
は
、（
ａ
）
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
の
労
働
者
の
事
案
に
お
け
る
公
的
機
関
の
役
割
の
重
要
性
の
認
識
、（
ｂ
）



─　　─55

Ｉ
Ｌ
Ｏ
「
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
撤
廃
条
約
」
に
関
す
る
覚
え
書
（
山
田
） 

 

（　
　
　

）

一
七
二

四
二
四

関
係
す
る
使
用
者
団
体
及
び
労
働
者
団
体
と
の
協
議
の
上
、
及
び
他
の
手
段
を
通
じ
た
、
労
働
者
及
び
関
係
す
る
労
働
者
以
外
の
人
が
暴
力
と

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
暴
露
し
や
す
い
産
業
部
門
ま
た
は
職
種
及
び
働
き
方
の
特
定
、（
ｃ
）
そ
の
よ
う
な
人
々
を
効
果
的
に
保
護
す
る
措
置
な
ど
を

含
む
、
適
切
な
措
置
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
（
八
条
）。

加
盟
国
は
、
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
の
た
め
に
、
使
用
者
に
対
し
、
そ
の
支
配
の
程
度
に
応
じ
た
（com

m
en-

surate w
ith their degree of control

）
適
切
な
措
置
を
採
る
。
ま
た
「
合
理
的
に
実
行
可
能
な
範
囲
で
（so far as is reasonably practi-

cable

）」、
以
下
の
事
項
の
実
施
を
要
求
す
る
法
令
を
制
定
す
る
（
九
条
）。
そ
れ
ら
は
、（
ａ
）
労
働
者
及
び
そ
の
代
表
者
と
の
協
議
の
上
で
、

暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
職
場
方
針
（a w

orkplace policy

）
の
採
用
及
び
実
施
、（
ｂ
）
職
業
上
の
安
全
及
び
健
康
の
管
理
の
側
面

に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
及
び
関
連
す
る
心
理
的
リ
ス
ク
（psychosocial risks

）
の
考
慮
、（
ｃ
）
労
働
者
及
び
そ
の
代
表
者
の
参
加

の
下
で
の
、
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
危
険
（hazards

）
の
特
定
（identify

） hazards

及
び
リ
ス
ク
の
評
価
、
並
び
に
そ
れ
ら
を
防
止
及
び

管
理
す
る
た
め
の
措
置
、（
ｄ
）
本
条
（
ａ
）
で
規
定
す
る
方
針
に
関
連
し
た
、
労
働
者
及
び
他
の
関
係
者
の
権
利
及
び
責
任
を
含
め
、
特
定
さ

れ
た
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
危
険
及
び
リ
ス
ク
、
並
び
に
関
連
す
る
防
止
及
び
保
護
措
置
に
関
す
る
情
報
及
び
訓
練
の
、
必
要
に
応
じ
た
利

用
可
能
な
形
式
で
（in accessible form

ats as appropriate
）、
労
働
者
及
び
他
の
関
係
者
に
対
す
る
提
供
、
と
い
っ
た
立
法
の
方
向
性
を
示

し
て
い
る
。

暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
人
権
侵
害
で
あ
る
禁
止
立
法
に
は
各
国
の
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
は
必
要
な
い
が
、
防
止
の
た
め
に
使
用
者
に
一

定
の
行
為
を
要
求
す
る
法
令
に
は
、「
合
理
的
に
実
行
可
能
な
範
囲
で
」
と
い
う
点
が
付
け
加
わ
っ
た
の
は
、
や
む
得
な
い
点
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
は
政
労
使
に
対
し
て
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
暴
力
に
対
す
る
不
寛
容
の
強
力
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
。
す
で
に
、
国
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一
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一

四
二
三

際
食
品
関
連
産
業
労
働
組
合
連
合
会
（International U

nion of Food, A
gricultural, H

otel, R
estaurant, C

atering, Tobacco and A
llied 

W
orkers A

ssociations IU
F

）
は
、
二
〇
二
三
年
一
月
の
時
点
で
、M

eliá H
otels International

、C
hiquita

、A
rla Foods

な
ど
七
企
業
と

職
場
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
撲
滅
に
関
す
る
労
使
協
定
を
締
結
し
て
い
る
。

九
、
執
行
と
救
済

暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
か
ら
自
由
な
仕
事
の
世
界
の
達
成
の
た
め
の
実
施
と
し
て
、
加
盟
国
に
要
請
さ
れ
る
措
置
は
、（
ａ
）
仕
事
の
世
界
に

お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
国
内
法
令
の
監
視
、（
ｂ
）
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
事
案
に
お
け
る
、
適
切
か
つ
効
果
的
な
救
済
の

容
易
な
利
用
並
び
に
安
全
、
公
正
か
つ
効
果
的
な
通
報
及
び
紛
争
解
決
の
制
度
と
手
続
き
の
確
保
（easy access to appropriate and effective 

rem
edies and safe, fair and effective reporting and dispute resolution m

echanism
s and procedures

）、（
ｃ
）
可
能
な
範
囲
か
つ

適
当
な
場
合
に
（possible and as appropriate
）
は
、
関
係
者
と
な
っ
た
個
人
の
プ
ラ
イ
パ
シ
ー
の
保
護
及
び
秘
密
保
持
、
並
び
に
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
及
び
秘
密
に
関
す
る
要
請
が
悪
用
さ
れ
な
い
こ
と
の
確
保
、（
ｄ
）
適
切
な
場
合
に
お
け
る
、
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
事
案
に
お
け
る
制
裁
の
規
定
、（
ｅ
）
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
被
害
者
が
利
用
で
き
る
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
配
慮
し
た
安
全
か
つ
効
果
的
な
（gender-responsive, safe and effective

）
申
立
及
び
紛
争
解
決
の
制
度
、
支
援
、
サ
ー
ビ

ス
及
び
救
済
の
提
供
、（
ｆ
）
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の
影
響
の
認
識
、
及
び
合
理
的
に
実
行
可
能
な
（reasonably practicable

）

範
囲
で
の
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
影
響
の
緩
和
、（
ｇ
）
労
働
者
が
、
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
よ
り
生
命
、
健
康
ま
た
は
安
全
に
緊
急
か
つ
重

大
な
危
険
が
あ
る
と
信
ず
る
に
足
り
る
合
理
的
な
根
拠
が
あ
る
仕
事
の
状
況
か
ら
、
報
復
若
し
く
は
不
当
な
結
果
を
被
る
こ
と
な
く
、
ま
た
管

理
者
に
こ
れ
を
報
告
す
る
義
務
を
負
っ
た
上
で
離
脱
す
る
権
利
の
確
保
、（
ｈ
）
労
働
監
督
官
及
び
他
の
関
連
す
る
機
関
が
、
適
当
な
場
合
に
は
、



─　　─57

Ｉ
Ｌ
Ｏ
「
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
撤
廃
条
約
」
に
関
す
る
覚
え
書
（
山
田
） 

 

（　
　
　

）

一
七
〇

四
二
二

法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
司
法
機
関
ま
た
は
行
政
機
関
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
上
訴
権
に
服
す
る
、
即
時
の
強
制
力
の
あ
る
措
置

を
要
求
す
る
命
令
、
及
び
生
命
、
健
康
ま
た
は
安
全
へ
の
差
し
迫
っ
た
危
険
が
あ
る
場
合
に
仕
事
を
停
止
さ
せ
る
命
令
を
発
す
る
こ
と
を
含
む
、

仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
処
す
る
た
め
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
確
保
、
な
ど
で
あ
る
（
一
〇
条
）。

な
お
通
報
制
度
、
紛
争
解
決
制
度
と
そ
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、（
ⅰ
）
申
立
及
び
調
査
手
続
、
並
び
に
適
当
な
場
合
に
お
け
る
、
職
場
レ
ベ

ル
の
紛
争
解
決
制
度
、（
ⅱ
）
職
場
外
の
紛
争
解
決
制
度
、（
ⅲ
）
裁
判
所
ま
た
は
裁
決
機
関
、（
ⅳ
）
申
立
人
、
被
害
者
、
証
人
及
び
通
報
者
に

対
す
る
加
害
ま
た
は
報
復
か
ら
の
保
護
、（
ⅴ
）
申
立
人
及
び
被
害
者
の
た
め
の
法
的
、
社
会
的
、
医
療
的
及
び
行
政
的
支
援
制
度
が
含
ま
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。

救
済
に
関
し
て
、
勧
告
は
労
働
者
が
補
償
を
受
け
て
退
職
す
る
か
、
復
職
す
る
か
は
労
働
者
の
選
択
に
よ
る
と
す
る
（
勧
告
一
四
）。

一
〇
、
指
針
、
訓
練
、
意
識
啓
発

各
加
盟
国
は
、
代
表
的
な
労
使
団
体
と
協
議
し
、（
ａ
）
労
働
安
全
衛
生
政
策
、
平
等
・
無
差
別
の
政
策
、
移
民
政
策
と
い
っ
た
関
連
す
る
国

内
政
策
に
お
い
て
、
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
言
及
す
る
、（
ｂ
）
使
用
者
、
労
働
者
、
そ
れ
ら
の
団
体
、
関
係

機
関
は
、
適
切
に
利
用
で
き
る
形
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
含
む
、
仕
事
の
世
界
に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
に
関
す
る
指
針
、
資
源
、
訓
練
ま
た
は
他
の
手
段
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
、（
ｃ
）
意
識
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
含
む
取
組
み
の
実
施
、
を
確

保
す
る
よ
う
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
（
一
一
条
）。
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一
六
九

四
二
一

一
一
、
わ
が
国
の
課
題

二
〇
二
一
年
六
月
二
五
日
に
発
効
し
た
一
九
〇
号
条
約
は
二
〇
二
二
年
一
〇
月
末
で
二
〇
か
国
が
批
准
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
イ
タ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
、
サ
ン
・
マ
リ
ノ
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
の
み
で
あ
る
。
国
連
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
、
国
際
的
労
働
団
体
や

市
民
団
体
は
、
条
約
批
准
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
て
い
る（1
）。

人
権
に
関
し
て
国
際
法
規
に
つ
い
て
の
わ
が
国
の
対
応
は
、
消
極
的
で
あ
り
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
に
つ
い
て
も
同
様
、「
後
ろ
向
き
」
で
あ
る
。
近

時
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
一
九
五
七
年
の
強
制
労
働
廃
止
条
約
（
一
〇
五
号
条
約
）（A

bolition of Forced Labour C
onvention

）
を
批
准
し
た
が
、
こ

れ
は
労
働
者
保
護
へ
の
意
識
の
高
揚
と
い
う
よ
り
は
、
経
済
界
の
利
益
が
理
由
と
し
て
は
大
き
い
。「
未
批
准
の
ま
ま
で
は
日
本
企
業
が
海
外
か

ら
の
投
資
を
呼
び
込
む
う
え
で
障
壁
に
な
り
か
ね
な
い
と
経
済
界
な
ど
が
要
望
し
て
い
た
」
と
い
う（2
）。

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
衆
議
院

第
一
九
八
回
国

会
閣
法
第
三
八
号
）
で
も
「
国
内
外
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
根
絶
に
向
け
て
、
第
百
八
回
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
に
お
い
て
仕
事
の
世
界

に
お
け
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
条
約
が
採
択
さ
れ
る
よ
う
支
持
す
る
と
と
も
に
、
条
約
成
立
後
は
批
准
に
向
け
て
検
討
を
行
う
こ

と
」
と
さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
棄
権
に
ま
わ
っ
た
使
用
者
側
・
経
済
界
に
忖
度
し
、
政
府
は
批
准
に
向
け
た
取
り
組
み

は
行
っ
て
い
な
い（3
）。
女
性
活
躍
推
進
法
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
、
育
児
・
介
護
休
業
法
、
労
働
施
策
総
合
推
進
法
な
ど
が
改
正
さ
れ
た
が
、
こ

れ
ら
は
本
条
約
の
施
行
す
る
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
根
絶
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る（4
）。

前
述
の
と
お
り
、
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
廃
絶
を
目
指
す
一
九
〇
号
条
約
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
理
念
の
根
幹
を
支
え
る
最
も
重
要
な
条
約
の
一
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（　
　
　

）

一
六
八

四
二
〇

つ
と
言
え
る
。
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
身
体
的
、
精
神
的
損
傷
だ
け
で
な
く
萎
縮
効
果
も
あ
る
。
仕
事
の
世
界
で
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が

存
在
す
れ
ば
、
労
働
者
な
ど
の
人
々
の
自
由
な
意
思
表
示
は
不
可
能
と
な
り
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
重
要
視
す
る
「
表
現
の
自
由
」
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
は
実
現
し
な
い
。
労
働
組
合
活
動
や
自
由
な
選
択
に
よ
る
労
働
も
あ
り
得
な
い
。
批
准
国
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
、
と
り

わ
け
八
七
号
条
約
、
九
八
号
条
約
を
遵
守
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る（5
）。
し
た
が
っ
て
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
根
絶
の
条
約
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
存

在
基
盤
を
支
え
る
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
批
准
し
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
が
国
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
、
ひ
い
て
は
国
際
社
会
へ
の
関
与
は
「
ア

リ
バ
イ
作
り
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
。

さ
ら
に
本
条
約
を
契
機
に
、
わ
が
国
の
「
同
調
圧
力
」
と
過
剰
で
不
合
理
な
精
神
主
義
、
集
団
主
義
を
基
礎
と
す
る
労
使
関
係
の
抜
本
的
な

見
直
し
が
求
め
ら
れ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
契
約
に
基
づ
く
労
働
が
、
合
理
性
を
欠
く
「
従
業
員
の
一
致
団
結
」
の
強
制
と
「
連
座
制
」

に
よ
っ
て
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
。
使
用
者
は
本
条
約
に
関
し
て
「
指
導
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
区
分
が
曖
昧
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
が
、
こ
れ
は

「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
・
暴
力
ま
が
い
の
指
導
」、「
指
導
ま
が
い
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
・
暴
力
」
が
常
態
化
し
て
い
る
こ
と
を
は
し
な
く
も
告
白
し
て
い

る
。ま

た
配
転
、
出
向
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
・
暴
力
と
し
て
行
わ
れ
て
、
配
転
法
理
、
出
向
法
理
な
ど
で
そ
れ
が
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
柳
沢

旭
教
授
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る（6
）。

こ
の
よ
う
な
労
使
関
係
そ
の
も
の
が
国
際
基
準
か
ら
逸
脱
し
て
お
り
、
人
権
の
国
際
的
動
向
に
反
抗
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ

れ
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
正
当
化
で
き
な
い
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
は
そ
れ
ま
で
曖
昧
だ
っ
た
暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
明
確
に
定
義
し
、
従
来
の
国
際
法
規
に
か
け
て
い
た
解
決
の
方
法
を
示
し

た
点
で
も
画
期
的
で
あ
っ
た（7
）。
そ
の
意
味
で
一
九
〇
号
条
約
は
ま
さ
に
「
革
命
的
」
で
あ
り（8
）、
す
べ
て
の
労
働
者
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
暴
力
か
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一
六
七

四
一
九

ら
解
放
さ
れ
る
構
造
改
革
の
出
発
点
で
あ
る（9
）。

（
1
）
Ｉ
Ｌ
Ｏ
自
体
、
二
〇
一
九
年
六
月
に
、
加
盟
国
の
批
准
と
そ
れ
に
向
け
た
事
務
局
の
戦
略
の
展
開
を
決
議
し
た
（Resolution, 21  June 2019

）。
国

連
の
人
権
理
事
会
（H

um
an R

ights C
ouncil

）
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
を
歓
迎
し
、
加
盟
国
の
批
准
を
要
請
し
た
（H

um
an R

ights C
ouncil, A

cceler-

ating efforts to elim
inate all form

s of violence against w
om

en and girls: preventing and responding to violence against w
om

en and 

girls in the w
orld of w

ork, 11  July 2019 , A
/H

R
C
/41

/L.5
/R

ev.1

）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
理
事
会
は
、
二
〇
二
二
年
一
二
月
ま
で
に
加
盟
国
の
条
約
批

准
を
要
請
し
た
（C

ouncil D
ecision, 22 , 1

/2020  C
O

M
 （2020

）24

）。
例
え
ばT

he # R
atify C190  C

am
paign

は
、A

ctionA
id International, 

C
A

RE
, International T

rade U
nion C

onfederation - A
sia Pacific, International W

om
en ’s Rights A

ction W
atch - A

sia Pacific

の
共
同
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
で
あ
る
（https: /

/w
w

w
.ratifyc190 .org

）。
さ
ら
に
以
下
を
参
照
、Statem

ent by the E
uropean T

rade U
nion C

onfederation 

W
om

en ’s C
om

m
ittee on the ratification of ILO

 C190 , 24  June 2021 .

（
2
）
朝
日
新
聞
二
〇
二
一
年
六
月
四
日
。

（
3
）
二
〇
一
八
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の
第
一
次
討
議
の
段
階
で
も
日
本
政
府
は
国
際
基
準
の
設
定
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。
布
施
恵
輔
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の

暴
力
と
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
禁
止
条
約
、
勧
告
制
定
に
向
け
た
動
き
」
月
刊
全
労
協
二
〇
一
九
年
四
月
、
一
二
頁
以
下
、
参
照
。

（
4
）
日
本
弁
護
士
連
合
会
意
見
書
。

（
5
）M

ercedes B
alado B

evilacqua and A
nalia V

 D
uran, V

iolence and harassm
ent at w

ork: an international battle w
e need to fight, 3

O
ctober 2022

、International B
ar A

ssociation, https://w
w

w
.ibanet.org/violence-harassm

ent-at-w
ork-argentina

（
6
）
柳
沢
旭
「
配
転
命
令
無
効
の
仮
処
分
と
配
転
法
理
「
学
校
法
人
コ
ン
グ
レ
ガ
シ
オ
ン
・
ド
・
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
事
件
（
明
治
学
園
事
件
）
福
岡
高
決
令

和
4
・
2
・
28

地
位
保
全
仮
処
分
申
立
て
事
件2022 W

L.JPC
A02286001

を
対
象
と
し
て
│
」
山
口
経
済
学
雑
誌
七
一
巻
一
・
二
号
（
二
〇
二
二

年
）
四
五
頁
以
下
。

（
7
）M

akbule Sahan, The First International Standard on V
iolence and H

arassm
ent in the W

orld of W
ork, B

usiness and H
um

an R
ights 

Journal, vol. 5 , issue 2 , 2020 , p. 289 –, p. 291 .
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）

一
六
六

四
一
八

（
8
）D

iane D
esierto, The E

SC
R

 Revolution C
ontinues: ILO

 C
onvention N

o. 190  on the E
lim

ination of V
iolence and H

arassm
ent in the 

W
orld of W

ork, E
JIL:T

alk! B
log of the E

uropean Journal of International Law
 https: /

/w
w

w
.ejiltalk.org

/the-new
-ilo-convention-no-

190 -on-the-elim
ination-of-violence-and-harassm

ent-in-the-w
orld-of-w

ork
/June 28 , 2019 .

（
9
）R

othna B
egum

, T
w

o Years A
fter #M

eToo: N
ew

 T
reaty A

nchors W
orkplace Protections, H

um
an R

ights W
atch W

om
en ’s eN

ew
s 

D
ecem

ber 20 , 2019  https: /
/w

w
w

.hrw
.org

/new
s /2019

/12
/20

/tw
o-years-after-m

etoo-new
-treaty-anchors-w

orkplace-protections.

い
っ
ぽ
う
で
、
た
だ
一
つ
の
条
約
だ
け
で
十
分
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
呈
さ
れ
る
（K

ristina K
oldinská, T

he International Labour 

O
rganisation and the E

U
 ̶

O
ld Friends w

ith N
ew

 G
oals, H

ungarian Journal of Legal Studies, vol. 60 , no. 2 , 2019 , p. 173 –, 183 .

）。
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